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三重大学（日本国）および　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
A B C 大学（Country）との
学術協力・交流に関する一般協定
三重大学（日本国津市）学長およびA B C 大学（Country）学長は，両大学間で学術協力および交流を奨励・促進することに同意する。本協定の範囲および手続きの詳細は以下の通りである。
1.
両大学は，以下の学術および教育活動を奨励・促進することに同意する。
(a) 教職員の交流
(b) 学生の交流
(c) 刊行物および関連する学術・教育情報の交換
(d) 共同研究，講演会，シンポジウム

(e) 相互の同意で適切と見なされたその他の諸活動
2.
支払協定および学生，教職員交流などに関する規定は，別記の追加条項に具体的に詳述するものとする。

3.
本協定の変更・修正は，両大学の同意をもって行うことができる。
4.
いずれかの大学が本協定の破棄を望む場合は，終了希望日の6ヶ月前に書面にて通知するものとする。

5.
本協定書は英語で２部作成しいずれも正本とする。本協定書は、各大学がそれぞれ1部ずつ保管する。本協定に基づく関係において両大学が使用する言語は英語とする。

6.  本協定は，両大学の正式に指名された役員が署名した日付をもって発効するものとする。両大学は，交流の進捗状況を評価するとともに，交流の質を高めるために，概ね5年ごとに本協定を見直すことに同意する。
7.
両大学は，本協定実施のために連絡担当室を置くことに同意する。三重大学にあっては，この事務所は国際戦略チームとし，A B C 大学にあっては，【部署名】とする。
8.
現行の協定の解釈，および／または履行に関して起こり得る論争の解決は，本協定の署名者または委任を受けた者からなる仲裁委員会に要求するものとし，起こった問題を解決するために誠意のある話し合いを行う。
以上の証として，両大学は，ここに本協定を締結する。
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